
配偶者居住権創設に伴う権利変換計画認可等の対応について

○ 配偶者居住権の創設に伴い、権利変換計画の様式等が改正される予定（令和２年４月１日施行予
定）。

○ 様式改正に伴う権利変換計画の認可等における考え方は下図のとおり。
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※縦覧手続等の途中のものであっても、認可が４／１以降になる場合は新様式での申請が必要。
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